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(57)【要約】

  【課題】      バストを理想の形に保持することので

きるブラジャーを提供する。

  【解決手段】  ブラジャー１０は、左右のバストに対

応する２つのカップ部１２と、カップ部１２の下部内面

に配設された帯状のリフトアップパネル１８と、リフト

アップパネル１８の長手方向端部に接続された肩紐２２

とを備えている。リフトアップパネル１８は、バストの

下部および側部に沿うように立体縫製されており、リフ

トアップパネル１８の下側縁がカップ部１２の下部外周

縁に縫い付けられている。

【選択図】      図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  左右のバストに対応する２つのカップ部と、前記カップ部の脇側縁から延びるサイドパ
ネルと、前記カップ部の内面に配設された帯状のリフトアップパネルと、前記リフトアッ
プパネルの長手方向端部に接続された肩紐とを備えるブラジャーにおいて、
  前記リフトアップパネルは、バストの下部および側部に沿うように立体縫製されており
、前記リフトアップパネルの下側縁が前記カップ部の下部外周縁に縫い付けられている、
ブラジャー。
【請求項２】
    前記リフトアップパネルは、少なくとも２つのダーツを縫い合わせることによって立
体化されている、請求項１に記載のブラジャー。
【請求項３】
  前記リフトアップパネルの曲率を前記カップ部の曲率より大きくした、請求項１または
２に記載のブラジャー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、バストアップを図ることのできるブラジャーに関する。
【背景技術】
【０００２】
  この種の従来のブラジャー１では、図５に示すように、カップ部２の下部内面に帯状の
リフトアップパネル３が配設され、リフトアップパネル３の長手方向端部には肩紐４が接
続されていた。リフトアップパネル３は、肩紐４と協働してバストを持ち上げる機能を有
するものであり、図６に示すように、カップ部２の下部内面に対応する形状に布を切断す
ることによって形成されており、このリフトアップパネル３の下側縁がカップ部２の下部
外周縁に縫い付けられていた。
【０００３】
  なお、このブラジャー１（図５）は、既に製造・販売されているものではあるが、リフ
トアップパネル３が示された文献は存在しないため、先行技術文献の開示は省略する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  従来のブラジャー１（図５）では、リフトアップパネル３が平面状に形成されており、
このリフトアップパネル３の下側縁がカップ部２の下部外周縁に縫い付けられていたので
、リフトアップパネル３の上側縁Ａに弛みが生じていた。そのため、リフトアップパネル
３とバストとの密着性が悪く、リフトアップパネル３によってバストを理想の形に保持す
るのが困難であった。
【０００５】
    それゆえに、この発明の主たる目的は、リフトアップパネルとバストとの密着性を高
めることによってバストを理想の形に保持することのできるブラジャーを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  請求項１に記載した発明は、「左右のバストに対応する２つのカップ部１２と、カップ
部１２の脇側縁から延びるサイドパネル２０と、カップ部１２の内面に配設された帯状の
リフトアップパネル１８と、リフトアップパネル１８の長手方向端部に接続された肩紐２
２とを備えるブラジャー１０において、リフトアップパネル１８は、バストの下部および
側部に沿うように立体縫製されており、リフトアップパネル１８の下側縁がカップ部１２
の下部外周縁に縫い付けられている、ブラジャー１０」である。
【０００７】
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  この発明では、リフトアップパネル１８がカップ部１２の内面に沿うように立体縫製さ
れているので、リフトアップパネル１８の上側縁に弛みが生じることはなく、リフトアッ
プパネル１８をバストに密着させることができる。
【０００８】
  請求項２に記載した発明は、請求項１に従属する「ブラジャー１０」であって、「リフ
トアップパネル１８は、少なくとも２つのダーツ１８ｃを縫い合わせることによって立体
化されている」ことを特徴とする。
【０００９】
  この発明では、少なくとも２つのダーツ１８ｃを縫い合わせることによってリフトアッ
プパネル１８を立体化しているので、リフトアップパネル１８をバストに適合する所定形
状に精度よく仕上げることができ、リフトアップパネル１８とバストとの密着性をより高
めることができる。
【００１０】
  請求項３に記載した発明は、請求項１または２に従属する「ブラジャー１０」であって
、「リフトアップパネル１８の曲率をカップ部１２の曲率より大きくした」ことを特徴と
する。
【００１１】
  この発明では、リフトアップパネル１８の曲率をカップ部１２の曲率よりも大きくして
いるので、リフトアップパネル１８の弛みを確実に防止でき、リフトアップパネル１８と
バストとの密着性をより高めることができる。
【発明の効果】
【００１２】
  請求項１〜３に記載した発明によれば、リフトアップパネルがバストの下部および側部
に沿うように立体縫製されているので、リフトアップパネルとバストとの密着性を高める
ことができ、バストを理想の形に保持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
    本発明が適用されたブラジャー１０は、図１に示すように、２つのカップ部１２と、
カップ部１２どうしを連結する連結部１４と、カップ部１２の下部外周縁に設けられたワ
イヤーループ１６と、ワイヤーループ１６に収容されたワイヤー（図示省略）と、カップ
部１２の内面に配設されたリフトアップパネル１８と、カップ部１２の脇側縁から延びる
サイドパネル２０と、肩紐２２とによって構成されている。
【００１４】
    カップ部１２は、上カップ布１２ａと、脇カップ布１２ｂと、下カップ布１２ｃとに
よって立体縫製されており、カップ部１２どうしが連結部１４を介して左右に連結されて
いる。
【００１５】
  ワイヤーループ１６は、バスト形状を保持するためのワイヤー（図示省略）を収容する
紐状の部材であり、カップ部１２の下部外周縁に一体的に設けられている。なお、ワイヤ
ーループ１６に収容されるワイヤーの材料としては、一般に金属（鉄，ステンレススチー
ル，アモルファス合金，形状記憶合金）または合成樹脂（ポリカーボネート，ＰＰＳ，Ｐ
ＥＴ）が用いられるが、バストの形状を保持しうる強度と柔軟性があれば、他の材料が用
いられてもよい。
【００１６】
  リフトアップパネル１８は、図２に示すように、バストの下部および側部に密着される
保持部１８ａと肩紐２２が接続される吊上げ部１８ｂとを有する帯状部材であり、伸縮性
の無い布によって立体縫製されている。保持部１８ａは、図３に示すように、ダーツ１８
ｃを縫い合わせることによって、バストの下部および側部に沿うように立体化されている
。また、保持部１８ａの下側縁は、カップ部１２の下部外周縁に沿うように湾曲されてお
り、この下側縁がカップ部１２の下部外周縁に縫い付けられている。
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【００１７】
  なお、リフトアップパネル１８を立体縫製する際には、保持部１８ａにおいて１つのダ
ーツ１８ｃを縫い合わせるようにしてもよいが、リフトアップパネル１８をバストに適合
する所定形状に精度よく仕上げるためには、少なくとも２つのダーツ１８ｃを縫い合わせ
るようにすることが望ましい。
【００１８】
  また、リフトアップパネル１８をカップ部１２の内面に沿わせるためには、リフトアッ
プパネル１８（保持部１８ａ）の曲率をカップ部１２の曲率と同程度に設定すればよいが
、リフトアップパネル１８とバストとの密着性を高めるためには、リフトアップパネル１
８（保持部１８ａ）の曲率をカップ部１２の曲率よりも大きくすることが望ましい。
【００１９】
  サイドパネル２０は、伸縮性の繊維素材によって形成された帯状部材であり、サイドパ
ネル２０の一端がカップ部１２の脇側縁に縫い付けられている。そして、一方のサイドパ
ネル２０の先端部には、係止具２４が取り付けられており、他方のサイドパネル２０の先
端部には、係止具２４に係止されるフック２６が取り付けられている。
【００２０】
  肩紐２２は、カップ部１２およびサイドパネル２０の位置ずれを防止するとともに、リ
フトアップパネル１８と協働してバストを持ち上げて保持するものであり、肩紐２２の一
端がリフトアップパネル１８の吊上げ部１８ｂに接続されており、他端が背中側に位置す
るサイドパネル２０の上側縁に接続されている。これにより、リフトアップパネル１８と
肩紐２２とが一体となり、肩紐２２の吊上げ力をリフトアップパネル１８に直接作用させ
ることができる。
【００２１】
  ブラジャー１０を装着した状態では、図４に示すように、リフトアップパネル１８がバ
ストの下部および側部に密着され、肩紐２２の吊上げ力によって、バストが持ち上げられ
るとともに内側へ寄せられて保持される。
【００２２】
  この実施例によれば、リフトアップパネル１８（図２）が立体縫製されているので、バ
ストに対する密着性が高く、リフトアップパネル１８によってバストを理想の形に保持す
ることができる。また、２つのダーツ１８ｃ（図３）を縫い合わせることによってリフト
アップパネル１８を立体化させているので、リフトアップパネル１８をバストに適合する
所定形状に精度よく仕上げることができる。そして、リフトアップパネル１８の曲率をカ
ップ部１２の曲率よりも大きくすると、リフトアップパネル１８とバストとの密着性をよ
り高めることができる。
【００２３】
  さらに、発明者等の実験によって、わずかな運動（歩行運動や椅子からの起立運動等）
でも大胸筋を効率よく刺激できることが判明しており、このことから、胸の血行をよくし
て発育を促進する効果を期待できる。以下には、その実験の方法および結果について説明
する。
【００２４】
  ［実験方法］
  ( a )   図１に示した本発明に係るブラジャー１０と、図５に示した従来技術に係るブラ
ジャー１とを準備し、これらを被験者である女性２１名に専門アドバイザーの指導のもと
で装着し、「歩行運動」と「椅子からの起立運動」のときの筋電位を測定して筋電図を取
得した。
【００２５】
  ( b )   女性２１名の年齢は２４歳〜３９歳、平均身長は１５７ｃｍ±５．５ｃｍ、平均
体重は５２ｋｇ±４．５ｋｇ、平均バストは８１．５ｃｍ±３．７ｃｍであった。また、
バストカップは、Ａカップが２名、Ｂカップが５名、Ｃカップが１１名、Ｄカップが３名
であった。
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【００２６】
  ( c )   筋電位の測定には、日本光電工業株式会社製の「マルチテレメータシステム」を
使用し、また、筋電図用ヘッドアンプを使用した。そして、ＡＤ In s t r u m e n t s社製の「Po
w e r L a b / 1 6 s p」を用いてデジタル変換し、ＰＣに保存した後、統計処理を行って筋電図を
取得した。
【００２７】
  ( d )   「歩行運動」は、日本光電工業株式会社製の「エアロミル」を用いて、２．７ｍ
／ｓの速度で行った。「椅子からの起立運動」は、指定姿勢から指定リズムで立ち上がる
動作を行った。歩行中の腕の振り幅およびスピードは、マーカー、リズム装置およびＰＥ
ライン等を用いてできるだけ均一になるように管理した。いずれの運動も被験者が運動内
容を理解し、動作馴致トレーニングを十分に行った上で行い、安定した筋電位のみを記録
した。
【００２８】
  ( e )   実験環境は、気温・湿度調整室を用いて、室温２２℃、湿度３５％に設定した。
【００２９】
  ［実験結果］
  実験結果は、表１および表２に示した筋電図の通りである。なお、これらの筋電図は、
被験者２１名分の筋電位波形の絶対値をとり、これをフィルターにかけて修正した後、平
均化したものである。
【００３０】
【表１】

【００３１】
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【表２】

  これらのグラフから、本発明によれば、従来技術に比べてわずかな運動でも大胸筋を効
率よく刺激できることが分かる。なお、かかる効果は、バストに密着したリフトアップパ
ネル１８が腕の動作等に伴って大胸筋を刺激することにより得られるものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】ブラジャーを示す正面図である。
【図２】リフトアップパネルを示す正面図である。
【図３】リフトアップパネルの立体縫製方法を示す正面図である。
【図４】ブラジャーの使用状態を示す斜視図である。
【図５】従来のブラジャーを示す正面図である。
【図６】従来のリフトアップパネルを示す正面図である。
【符号の説明】
【００３３】
１０…  ブラジャー
１２…  カップ部
１６…  ワイヤーループ
１８…  リフトアップパネル
１８ｃ…  ダーツ
２０…  サイドパネル
２２…  肩紐
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(8) JP  2006-63470  A   2006.3.9

【手続補正書】
【提出日】平成17年2月14日 (2 0 0 5 . 2 . 1 4 )
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
  左右のバストに対応する２つのカップ部と、前記カップ部の脇側縁から延びるサイドパ
ネルと、前記カップ部の内面に配設された帯状のリフトアップパネルと、前記リフトアッ
プパネルの長手方向端部に接続された肩紐とを備えるブラジャーにおいて、
  前記リフトアップパネルは、伸縮性の無い布からなり、かつ、その上側縁から切り込ま
れたダーツを縫い合わせることによってバストの下部および側部に沿うように立体縫製さ
れており、前記リフトアップパネルの下側縁が前記カップ部の下部外周縁に縫い付けられ
ている、ブラジャー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
  請求項１に記載した発明は、「左右のバストに対応する２つのカップ部１２と、カップ
部１２の脇側縁から延びるサイドパネル２０と、カップ部１２の内面に配設された帯状の
リフトアップパネル１８と、リフトアップパネル１８の長手方向端部に接続された肩紐２
２とを備えるブラジャー１０において、リフトアップパネル１８は、伸縮性の無い布から
なり、かつ、その上側縁から切り込まれたダーツ１８ｃを縫い合わせることによってバス
トの下部および側部に沿うように立体縫製されており、リフトアップパネル１８の下側縁
がカップ部１２の下部外周縁に縫い付けられている、ブラジャー１０」である。
【手続補正書】
【提出日】平成17年6月20日 (2 0 0 5 . 6 . 2 0 )
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  左右のバストに対応する２つのカップ部と、前記カップ部の脇側縁から延びるサイドパ
ネルと、前記カップ部の内面に配設された帯状のリフトアップパネルと、前記リフトアッ
プパネルの長手方向端部に接続された肩紐とを備えるブラジャーにおいて、
  前記リフトアップパネルは、伸縮性の無い布からなり、かつ、前記カップ部の頂上側に
配置される側縁から切り込まれたダーツを縫い合わせることによってバストの下部および
側部に沿うように立体縫製されており、前記リフトアップパネルの下側縁が前記カップ部
の下部外周縁に縫い付けられている、ブラジャー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
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  請求項１に記載した発明は、「左右のバストに対応する２つのカップ部１２と、カップ
部１２の脇側縁から延びるサイドパネル２０と、カップ部１２の内面に配設された帯状の
リフトアップパネル１８と、リフトアップパネル１８の長手方向端部に接続された肩紐２
２とを備えるブラジャー１０において、リフトアップパネル１８は、伸縮性の無い布から
なり、かつ、カップ部１２の頂上側に配置される側縁から切り込まれたダーツ１８ｃを縫
い合わせることによってバストの下部および側部に沿うように立体縫製されており、リフ
トアップパネル１８の下側縁がカップ部１２の下部外周縁に縫い付けられている、ブラジ
ャー１０」である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】

10

20


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

